
（表２）     日本とドイツの介護保険制度の相違 
 
 日  本 ド イ ツ 
法律制定年月 １９９７年１２月 １９９４年４月 
法律施行期日 ２０００年４月１日 

（保険料徴収、在宅・施設サービ

スを同時実施） 

１９９５年１月１日 
（最初に保険料徴収を実施。在宅

サービスは１９９５年４月から、

施設サービスは１９９６年７月か

ら実施） 
制度の建て方 独立型・地域保険型 医療保険活用型 
保険者 市町村 介護金庫 

（医療保険者である疾病金庫が介

護金庫を兼ねる） 
被保険者 ４０歳以上の者 

（４０歳以上６５歳未満の第１号

被保険者と６５歳以上の第２号被

保険者に区分） 

医療保険加入者 
（すべての年齢層が対象） 

要介護度 要支援・要介護１～５の 6 段
階 

介護度Ⅰ～Ⅲの３段階（Ⅲの中

に「特に重度のケース」あり） 
サービス内容 在宅・施設サービス 在宅・施設サービス 

（医療系サービスは除く） 
介護手当の有無 なし 現金給付あり 
利用者負担 １０％。施設入所の食費の自

己負担あり 
なし。施設入所の食費と宿泊

費は自己負担 
財源 公費・保険料各２分の１ 

（公費は、国が２分の１、都道府

県・市町村が各４分の１） 

保険料 

保険料水準 第１号被保険者は約２，９０

０円、第２号被保険者は月額

約２，６３０円（2000年度） 

収入の１．７％（労使折半） 
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